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要約：志望校とは異なる学校へやむを得ず進学する不本意入学は、学校不適応感を高

めたり、中途退学のリスクになったりする可能性が指摘されている。本研究は、発達

障害のある中学生３事例の進路決定過程を通して、不本意入学の要因を検討し、進路

支援のあり方について考察した。事例の検討から、「不十分な自己理解」と「職業イメー

ジに方向づけられていない進学動機」が不本意入学に至らせる要因として見出された。

この結果をふまえ、自己理解の支援としては、発達障害による能力的特性の理解とそ

の受容を促すために、失敗や未達成に対する省察を行わせること、また、職業イメー

ジに方向づけられた進学動機を形成するためには、高等学校の学習と職業との関連性

を伝える支援が重要であると考えられた。
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はじめに

　発達障害のある中学生の少なくとも 60% 以上が、通常の高等学校1) に進学している可能性が報告

されている（古川・内藤・松嶋，2009；全国 LD 親の会，2008）。受け入れ側の高等学校については、

特別支援教育の導入を中心とした施策が拡充しつつある（田部,2011；高橋・田部，2009）。その一

方、送り出す側の中学校における進路支援は、多くの課題に直面している。親と本人は、高等学校

に関する情報の不足と進路支援の不十分さに苦慮しながらも、数少ない進学選択肢のなかから、学

力や適性、興味を勘案して進学先を選択している実情が示唆されている（Tabe & Takahashi,2011；全

国 LD 親の会, 2008）。また、担任や進路指導担当、特別支援コーディネーターといった教師も、高

等学校の支援内容の情報が不足していることや、生徒の自己理解の不足、能力面の問題等、多くの

困難を抱えている（内野，2009；相川，2009）。

　中学校から高等学校への移行は、学校不適応の契機になることを指摘した研究は数多い（例えば、
古川他，2001；Isakson & Jarvis,1999）。我が国における学校不適応の主要な問題に中途退学がある。

高校生の中途退学率は、現在２％を下回っており、2000 年代半ばから現在まで減少傾向にあるが（文

部科学省，2009）、中途退学者の社会的自立への道は険しく、退学後の就学、就労ともに多大な困難

を伴うことが明らかにされている（内閣府，2011; 那須，1991）。このような現状に対し、平成 22 年

４月に「子ども・若者育成支援推進法」が施行され、具体的な支援策が展開され始めている。しか

し、学歴が社会参入への通行手形のように機能する我が国においては、固定的序列化が必然的に生じ、

その下位層に位置づけられた彼らを救済することは容易ではない。従って、中学校から高等学校へ

の移行期を通して、中途退学を引き起こす問題を未然に防ぐアプローチが重要である。
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　高校生の中途退学に対する予防策としては、志望する高等学校とは異なる学校へやむを得ず入学

する不本意入学を避けることが望まれる。中途退学者に対する面接調査では、退学理由として、「生

活習慣の乱れ（58.5％）」といった本人側の問題に次いで、「学力に起因する不本意入学（36.6％）」

が多くなっている（内閣府，2012）。また、この調査結果を精査すると、学校生活や学業の不適応に

よる進路変更に関連する理由が大半を占め、これについても、不本意入学が誘因と推察される。

　不本意入学は、中学校の進路支援を通して防ぐことが可能である。しかしながら、高等学校の中

途退学者が注目され始めた 1990 年代以降、中学校の進路支援が、偏差値による進学先への振り分け

に過ぎず、それが不本意入学の原因であると、度々批判されてきた（例えば，文部科学省，1994；

宮崎・西川，2004；飯田，2007）。成績が上位の中学生は、それでも問題はないが、中途退学者の多

くは成績が下位であったことが示されている（内閣府，2011；那須，1991）。彼らは、適切な進路支

援を受けられず、不本意入学に至り、学校生活に対して無気力、無目的で学習動機も低く、対人関

係や学習における些細な壁を乗り越えることができない。そのような体験が累積した結果、退学に

至ってしまうと推測される。

　発達障害のある中学生は、成績が下位に止まるばかりでなく、周囲が理解し難い個性を有する者

も多い。従って、十分な進路支援によって、適切な進学先を選択しないと、高等学校生活において、

早晩、学校不適応感を強めて中途退学に至る可能性が高まるのではないかと考える。この点を検証

した研究は見あたらないが、例えば、内野（2009）の中学校教師に対する調査では、進路選択の際

に困った内容や本人と保護者の進学先の選択理由において、「生徒の特性、希望にあった高校がな

い」、「学力に見合う学校が少なく選択の余地がない」、「やむを得ず選択」といった不本意入学に関

与すると考えられる項目に２～４割程度の回答が示されている。このことから、発達障害のある中

学生に、一定数の不本意入学者が存在することが伺われる。従って、その内実を明らかにし、中学

校の進路支援を通した予防策を検討することは重要な課題であると考える。

　以上から、本研究は発達障害のある中学生の不本意入学の要因について、３事例の進路決定過程

を通して検討することを目的とする。そして、発達障害のある中学生に対し、不本意入学を防ぐ進

路支援のあり方について言及したい。

事　例

Ⅰ．事例の情報収集について

　事例は、公立中学校に在籍する発達障害のある中学生３名（女子１名，男子２名）であった。全

員が、発達障害の診断を受けていた。進路に関する情報収集は、彼らの家庭教師を務める大学生が、

著者の指導に基づいて、本人と保護者から面接によって聴取した。各事例とも面接者は異なるが、

事例の中学生たちと８ヶ月から１年７ヶ月の関わりがあり、受験勉強の支援や学校生活の相談など

を通して十分な信頼関係を築いていた。面接の時期は、中学２年生３学期から中学３年生３学期の

間で、適宜、面接者が空き時間を利用して実施した。倫理的配慮として、本人と保護者に対し、研

究内容の説明を行い、個人情報の保護、面接の中断や研究参加の途中辞退が可能なこと、録音や逐

語録といった調査データを研究目的以外で使用しないことを誓約し、了承を得た。また、個人情報

保護を目的に、事例内容の一部に若干の変更を施した。

Ⅱ.事例 1：公立高等学校普通科を志望したが服飾専門学校へ進学したＡさん（女子）

　１．Ａさんの概要：小学校、中学校とも通常学級に在籍した。小学４年生の頃から、授業内容が
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理解できなくなり、成績が低下し始めた。児童相談所で知能は平均的範囲にあるが、プロフィール

に偏りが見られ、言語性学習障害と診断された。同時期から、視力が悪く眼鏡を常用していたこと

や、運動が苦手で動作が緩慢であったこと等を理由に、同級生から嫌がらせを受けるようになった。

さらに、てんかんを発症したことで、体調が不安定になり欠席が増えた。中学生になると、数名の

親友が存在したことや、理解のある担任教師の支援もあり、安定した学校生活を送るようになった。

学業成績は、全ての科目で常に最下位に近い状態であったが、本人の努力や家庭教師の援助があり、

授業内容を一定度は理解できている。WISC- Ⅳによる全検査 IQ（中学３年生時）は、82（VCI=80, 
PRI=102,WMI=79,PSI=78）であった。性格は内向的で、学習面だけでなく、全般的に自己評価が低

かった。度々、自分のことを「目が悪くて青白い顔」、「可愛くない」、「何やってもダメ」と表現す

ることがあった。また、新奇な事象に対して臆病な傾向が見られた。

　２．進路決定までの経過：中学３年１学期の進路相談では、親友たちが受験するという理由で、

公立高等学校普通科を志望した。Ａさんの成績では、合格は困難と予想されたが、受験勉強に励む

姿を見て、担任と保護者は、合格可能性のある私立高等学校との併願を前提に了承した。しかし、

夏休み中に電車で痴漢に遭ってしまったことに、体調不良が頻繁に起こるようになったことが重な

り、受験に対する不安が強くなった。これには、志望高等学校が自宅から遠く、電車で通学する必

要があったことも影響しており、この点の不安も度々、家庭教師に話していた。２学期になると、

志望高等学校の受験動機が低下し、受験勉強に集中して取り組めない様子であった。この時期に、

高等学校へ入学して教科の勉強を続けることは、自分の能力や体調面を考えると厳しいといった主

旨の発言が示されるようになった。また、自分の好きなことに関係する仕事に就くには、どうした

らよいか家庭教師にアドバイスを求めることもあった。そして、２学期末頃、衣料品関係の仕事に

興味があったことと、自転車通学が可能な距離にあることを理由に、服飾関係の専門学校へ進学す

ることに決めた。しかし、Ａさんは、この進学に納得できたわけではなく、入学決定後、「本音を言

えば、親友と一緒の学校がよかった、（進学先で）みんなとうまくやっていけるか不安です」と述べ

ていた。

Ⅲ.事例２：私立高等学校普通科を志望したが特別支援学校高等部へ進学したＢ君（男子）

　１．Ｂ君の概要：小学校は通常学級、中学校では特別支援学級に在籍した。３歳時検診で言語発

達の遅れを指摘されたが、就学前の知能検査は正常範囲であったため、小学校通常学級へ入学した。

１年生の時から、ことばの教室で個別指導を受けた。３年生時に児童相談所から言語性学習障害（特

異的読字障害）と診断された。高学年になると、授業内容がほとんど理解できなかったが、ことば

の教室の支援と野球を介した仲間が存在したことで適応的な小学校生活を送ることができた。中学

生になると数学や国語、理科、社会の授業は特別支援学級で受け、他は交流学習等に参加している。

授業内容を理解することは難しいが、仲間と一緒に勉強することは楽しいと感じている。野球部に

所属しており、真面目に練習に取り組んでいる。休日は家で漫画を読んだり、DVD やインターネッ

トを見たりして過ごすことが多い。WISC- Ⅲによる全検査 IQ（中学２年生時）は、79（VIQ=70, 

PIQ=94）であった。勤勉性の高い性格で、自他とも認める真面目な努力家である。一方、学業成績

の低さに対する劣等感が強く、口癖のように「自分はバカだから」と発言し、この点に対する自己

評価が低いことを伺わせた。

　２．進路決定までの経過：母親の進路に対する意識が高く、Ｂ君が中学１年生の頃から、進学先

を独自に調べていた。中学３年の夏休みに、オープンスクールで行った地元の私立高等学校の宗教

信仰に基づいた校風が気に入り、進学を志望するようになった。しかし、母親が進学説明会におい
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て、読字障害への配慮として受験時間の延長や、進学後の授業における援助を相談したところ、後日、

特別な配慮は難しいとの回答が志望高等学校側からあった。そこで、他校のオープンスクールや進

学説明会にも参加し、特別な配慮について相談したが、納得いく返答が得られず、通常の高等学校

受験を断念した。夏休みに特別支援学校高等部へ進学相談に行ったが、今度は障害者手帳を持って

いないことや、知能指数が高すぎること等を理由に進学について難色を示された。これらの学校の

対応に、母親は「行き先がなくなった」と困惑、Ｂ君は「自分の努力不足のせい」と自責の念を強

めた。このような状況にも関わらず、Ｂ君は、毎日、自分ができる水準の受験勉強や宿題、担任や

母親と面接の練習に取り組む勤勉さを見せた。２学期になり、母親と担任教師が発達障害者支援セ

ンターに相談して協力を求めた。そして、Ｂ君の学習面の特性に適した進学先が地域にないこと等

を理由に、特別支援学校に対して進学の再検討を要請した。その結果、10 月頃に特別支援学校から

進学の内諾を得た。進路決定について、母親は、「こういう子どもの能力を伸ばしてくれる進学先が

ないので仕方がない、（息子は）力があるのにもったいないと思う」と半ば諦め気味で語り、Ｂ君も

「受け入れてくれるのが特別支援学校しかなかった、もっと勉強すればよかった、自分が悪いんです」

と述べていた。

Ⅳ.事例３：公立工業高等学校を志望したが公立高等学校普通科へ進学したＣ君（男子）

　１．Ｃ君の概要：小学校、中学校とも通常学級に在籍した。小学生の時は、忘れ物が多いことを

除けば、特に問題はなかった。成績も中位で、苦手な科目はなかった。仲間関係は良好で、常に行

動を伴にする数名の親友が存在した。中学生になると、次第に授業を集中して聞くことが難しくなっ

た。学習内容の理解が困難になり、時間内に課題を終えられなかったり、宿題を提出できなかった

りすることが目立つようになった。また、注意散漫な時に爪を弄る行為が頻出し、そのことで一部

の同級生から嫌がらせを受けた。中学２年生の時に、児童相談所で、注意欠陥・多動性障害の診断

を受け、服薬が始まった。そうすると、集中できる時間が長くなり、授業内容が理解できるように

なった。再び、学習意欲も戻り、成績が上がってきた。部活は野球部に所属し、休日も練習に励ん

でいる。少数の同級生や部活の先輩に苦手意識を持つものの、親友も存在し、対人関係面で大きな

問題は生じていない。WISC- Ⅲによる全検査 IQ（中学２年生時）は 91（VIQ=82,PIQ=103）であった。

内向的であるが穏和な性格であり、家族との関係も良好である。しかし、一部の同級生の嫌がらせや、

勉強や部活に対する努力が報われないことに葛藤がある。また、うまく行かない理由を「障害のせ

いでバカにされてしまう」と語ることもあった。言動に多く現れないが、自分の障害に対する根強

い否定感情を持っており、自己評価が過剰に低いことを伺わせた。

　２．進路決定までの経過：Ｃ君は、関係の良い父親の職業である電気工に興味を持っていた。そ

こに、夏休みに参加したオープンスクールでの好印象も加わり、都心部の公立工業高等学校を志望

した。この志望高等学校は倍率と偏差値が比較的高く、成績が中位以上でないと合格が難しい。Ｃ

君は、３年生１学期の時点で、下位の成績に止まっていた。この状況に対し、「（合格は）難しいと

思うけど、やるだけやってみる」と決意して、放課後に中学校で実施していた学習会に参加したり、

家庭教師に指導を受けたりと、努力を惜しまなかった。服薬後は、授業に集中できるため、受験勉

強に安定して取り組めるようになっていた。しかし、成績は次第に上昇したものの、定期試験や模

試の結果は、志望高等学校の合格圏内に遠く及ばなかった。２学期の進路相談時に、担任教師から

志望高等学校を変え、工業科のある地元の私立高等学校の受験を勧められた。そこは、偏差値が低

く、Ｃ君が合格する可能性も高かった。しかし、苦手な部活の先輩が在籍していることや、学校の

雰囲気が自分に合わないと感じることを理由に受験を拒否した。そして、地元の普通科だけの公立
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高等学校を受験し、合格した。進路決定後に、Ｃ君は、理科の実験が好きなことや電気関係の仕事

の興味から志望高等学校に未練が残り、「もっと頭が良かったら」、「薬を早く飲めばよかった」等、

障害に対する否定的な見方を強める傾向が見られた。その一方、「決まったことだから、あとは高校

で頑張るしかない」と進路決定に対して受容する態度も示した。

考　察

Ⅰ.不本意入学の要因

　３事例は、志望高等学校へ入学することを目標に、成績は及ばないものの受験勉強に真面目に取

り組んだ。しかしながら、入学は叶わず、未練を残しながら、やむを得ず他校へ進学していった。

こうした不本意入学に至る進路決定過程は、多様な背景が影響すると思われる。従って、本事例を

通した検討には制限があるが、本人側に内在する要因として、以下の２点を指摘する。

　その１つは、「不十分な自己理解」である。３事例に共通することは、自己評価が低いことであっ

た。これによって、不全感を強め、自分の得意なことや長所に目を向けることが阻害されてしまっ

たと考えられる。特に、ＡさんとＢ君は、自己理解が不十分で適性について考慮することなく、進

路決定期に入ってしまったと推測される。Ａさんは、不幸な出来事や受験勉強の躓きを通して、自

分の体調や就きたい職業について考え、進学先を変更した。本人にとって辛い経験であったが、こ

のような進路決定を経て、自己理解を深め、適性を見出すことができた。しかし、Ａさんが不本意

だと感じてしまったのは、先に、適性に合わない高等学校を志望してしまったからであろう。より

早期に十分な自己理解の支援があり、適性を把握することができていれば、進学した専門学校を志

望校としていた可能性がある。Ｃ君は、対人関係では良好なものの、学習面の状況を考えれば、学

業を主体とした通常の高等学校は適性に見合っていないと思われる。その結果、志望高等学校に受

け入れられないという母子ともに辛い経験を重ね、自責の念を強めてしまっている。このことも、

学習以外の領域に焦点を置いた自己理解を促す機会があれば、進学先を再考する余地があったので

はないだろうか。

　２つ目として、「職業イメージに方向づけられていない進学動機」を挙げることができる。Ａさん

とＣ君の進路決定には、対人関係が大きな影響を及ぼしていたと考えられる。内向的で不安の強い

Ａさんにとって、中学校の親友たちの存在は大切であり、彼女らの支えが学校適応に不可欠であった。

しかし、そのことが、直接的な志望高等学校の選択理由になってしまったことが、進路決定を遅ら

せた原因になっている。また、Ｃ君の場合、部活の先輩との関係が、適性と学力に見合った私立高

等学校工業科の受験を拒否させる主な理由になっていた。このことによって、さしたる進学動機も

ない高等学校の普通科に入学してしまった。このような状態で高等学校に入学すると、学校不適応

感が高まる可能性が示唆されており（永作・新井，2005）、彼の入学後が心配される2)。友だちと一

緒の学校に進学したい、あるいは進学したくないという理由は、対人関係面の不安からの回避に動

機づけられており、適切な進学動機とは言い難い。本来、志望する高等学校は、自分で適性に見合

うと予測した職業イメージに方向づけられた進学動機によって選択されるべきである。発達障害の

ある中学生が嫌がらせやいじめを受けている可能性を示唆する研究が散見され（水野，2008；渡邉，

2010）、彼らにとって、対人関係は重大な問題であるかもしれない。しかし、対人関係を優先した志

望高等学校の選択は、不本意入学の誘因となるので注意が必要である。
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Ⅱ.発達障害のある中学生への進路支援

　本事例の進路決定過程から示唆された「不十分な自己理解」と「職業イメージに方向付けられて

いない進学動機」は、互いに関連し合う要因である。なぜなら、自己理解が不十分で適性が把握で

きなければ、職業イメージを見通すことが困難だからである。このように想定すると、まずは「不

十分な自己理解」に対する支援を行い、適性の把握を促しながら、続いて「職業イメージ」を形成

するような進路支援が望まれる。

　発達障害のある人たちの自己理解の根幹は、発達障害による能力的特性を理解し、それを受容す

ることであると考える。従って、その支援は、達成感を経験させる以上に、失敗や未達成に対する

省察が重要である。教師は、生徒ができなかった時に、自分自身の行いをふり返らせながら、その

原因と対策を十分な共感と伴に一緒に考えるような活動を仕掛けた支援を行うとよいのではないだ

ろうか。なぜできなかったのか、失敗してしまったのかといったことを考えることは、生徒が自分

の能力的特性を熟考する契機になる。また、対策の検討は、苦手なこと、不得意なことを補う方法

を習得する機会になり、自助能力の向上を促す。さらには、このような支援を保護者にも説明し、

協同で取り組む必要があると考えられる。相川（2009）は、本人の自己理解を支えるためには、保

護者の障害受容が必要であると指摘している。我が子の能力的特性を受け入れられない保護者は、

失敗や未達成に対する省察を一緒に経験することによって、発達障害に対する捉え方を見直す可能

性があるだろう。

　発達障害のある中学生の職業イメージは、職務内容に止まらず、それが高等学校の学習と関連づ

けられている必要がある。最近は、大学進学者も少なくないと予測されるが、高等学校卒業後に就

労する者が大多数を占めると考えられる。高等学校の学習が、就労前の最後の学ぶ機会である可能

性は高いと思われる。従って、職業と高等学校の学習を切り離して教えるのではなく、関連性を伝

えて職業イメージに方向づけられた進学動機を高めることが重要である。学校見学では、高校生が

何を学び、それがどのような職業に結びついているのか、職場見学では、その仕事に就くためには、

どのような高等学校で何を学習する必要があるのかといった学習内容による支援が有効であると推

察する。学習障害のある中学生の進路決定過程を検討した研究（渡邉,2005）では、工業高校が実施

している福祉ボランティアを目の当たりにし、その学校で学ぶことが社会に貢献する技術だと理解

することで進学動機を強め、受験に成功した事例を報告している。このように、職業とその社会的

意義に方向付けられた進学動機を進路支援によって高めることが、発達障害のある中学生には大切

であると考える。

Ⅲ.まとめ

　志望した高等学校とは異なる学校へやむを得ず進学する不本意入学は、学校不適応感を高めたり、

中途退学のリスクになったりするので、回避することが望ましい。本研究は、発達障害のある中学

生３事例の進路決定過程を通して、不本意入学の要因を検討し、進路支援のあり方について考察し

た。本事例の進路決定過程の検討から、「不十分な自己理解」と「職業イメージに方向づけられてい

ない進学動機」が不本意入学に至らせる要因ではないかと推察した。そして、自己理解の支援とし

ては、発達障害による能力的特性の理解とその受容を、失敗や未達成に対する省察を行わせること

によって促進することが有効であると指摘した。また、職業イメージに方向づけられた進学動機を

形成するためには、高等学校の学習と職業との関連性を伝える支援が重要であると述べた。

　進路決定過程には、保護者と教師、地域の高等学校の実情など、多くの背景が影響し合うと考え
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られる。しかし、これらが事例の不本意入学にどのような影響をもたらしたかについては、言及で

きなかった。この点までに踏み込んだ分析を行えば、彼らの進路支援のあり方に、より具体的な示

唆を与えることが可能であろう。また、不本意入学後の経過についても明らかにすることは、中学

校から高等学校までの包括的な移行支援に寄与する知見となり得る。今後は、これらの点を検討し

ていくことが課題である。

１）通常の高等学校とは、特別支援学校高等部と高等専修学校、不登校対応のフリースクールを除

く普通科、専門学科、総合学科等を有する学校を指す。

２）Ｃ君の高校１年生１学期の状況は、目立つほどではないが、遅刻や欠席が中学校在籍時よりも

多くなっており、「授業がつまらない」と話しているという。
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